
つくばみらい市教育振興基本計画（案）に対する意見の内容および市の考え方

意見提出期間 令和４年１２月１２日（月）～令和５年１月１１日（水）

意見提出者数 １人 意見件数 ３件

№ 意見項目 意見の内容 件数 市の考え方

１ Ｐ７ P7 に「GIGA スクール構想

の実現」

「Society5.0 の到来によ

り、学校教育の情報化は急

務となっていましたが、学

校教育におけるICTの活用

は世界からも大きく遅れ

を取っていました。新型コ

ロナウイルス感染症の拡

大により、学校が全国一斉

臨時休業となり、子どもの

教育活動の継続が大きな

課題となりました。そこ

で、ICT の活用により全て

の子どもの学びを保障で

きる環境を早急に実現す

るため、整備計画の大幅な

前倒しを図り、概ね環境整

備が整った状況となりま

した。今後は、ICT 活用を

通じて個別最適な学びと

協働的な学びの一体的な

充実に取り組んでいくこ

とを目指しています。」

とありますように、新しい

時代の教育を支える環境

を創るには、「学校教育情

報化の推進」に関する基本

目標を加えてください。

１ ■原案どおりとします。

「P21 3 新しい時代の教育を支

える環境を創る」の一つ目の文

章「地域の実態に即した、新し

い時代の学びを支える安全・安

心で快適な教育施設・学習環境

の整備に努めます。」において、

ICT 教育環境の整備を含んでお

ります。基本目標に具体的な文

言では記載しておりませんが、

詳細な施策や取組については、

P38 からをご覧下さい。

学校教育情報化の推進につき

ましては、P38「第３節 新しい

時代の教育を支える環境を創

る」の「重点施策１ より良い教

育環境を目指すプロジェクト」

の中に、「ICT など時代に対応し

た学習活動のための設備の充実

を図ります。」と記載しておりま

すように、5 年の計画期間の中

で力を入れて取り組んでまいり

ます。また、P40「具体的施策の

内容」②快適な教育環境づくり

の三段落目では、「ICT 化の推進

によって、学習用タブレットが

一人一台となった現在、各校内

の通信設備の強化に努め、スム

ーズな ICT 授業環境を目指しま



「ICT 教育環境の整備を進

めるなど、質の高い教育環

境づくりを進めます」と基

本理念にありますように、

基本理念と合わせること

が必要と思われます。

す。」と記載しております。

２ Ｐ３１ 「支えあう共生社会の形

成に向けて、インクルーシ

ブ教育システムの構築を

図ります。」とあります。

とても良いと思いますが、

昨年9月に国連の障害者権

利委員会から日本の特別

支援教育を分離教育だと

指摘した勧告がありまし

た。権利条例に定めたイン

クルーシブ教育と日本の

特別支援教育との考え方

が問題になりました。ここ

には障害を理由に分離教

育をしてはならないとい

うことのようです。

障害があっても子供たち

が同じ環境で学べる環境

を創ることが、インクルー

シブ教育の基本ですので、

そのような方向性を示す

ことが大切かと思います。

「多様な学びの場として

通常の学級、通級による指

導」を、今までより充実さ

せていくことが必要と思

います。

１ ■原案どおりとします。

子供が、障がいの有無にかかわ

らず、可能な限り一緒に学ぶこ

とは大切です。一方で、子供が

充実した学校生活を過ごし、一

人一人に合った教育を受けられ

ることも重要です。そのために、

通常の学級、通級による指導、

特別支援学級、特別支援学校な

どの多様な学びの場を提供でき

るよう努めてまいります。



３ Ｐ５３ 「地域の伝統文化を継承

し発展させるため、幼い頃

から伝統文化を体験する

取組を推進します。また、

若い人や新しい住民が地

域に溶け込み、まちや地域

への愛着が深まるよう、行

事やお祭り等の地域の活

動を支援します。」

とありますが、昨年、第一

回の芸術祭が子供達参加

で行われました。第一回と

いう事ですので、継続して

いく施策であると思われ

ます。このような施策が行

われたのですから、文化芸

術の振興に、施策として加

えるべきと考えます。

１ ■次のとおり修正します。

昨年行われた芸術祭は、子ども

がアーティストと関わる貴重な

体験の場でありました。

ご意見にございますように、市

としましても、このような文化

芸術の振興は重要と考えており

ます。今後も施策として、この

ような市民が文化芸術に触れる

機会を創出するため、P53 中の

具体的施策の内容を次のとおり

修正いたします。

（P53 具体的施策の内容①-3の

修正）

「文化芸術体験活動の充実を図

るため、指導者の支援・確保や、

発表の場の提供に取り組みま

す。」を「文化芸術体験活動の充

実を図るため、芸術鑑賞イベン

トの開催や文化芸術活動の発表

の場の提供、市民文化団体への

支援など、市民の誰もが気軽に

文化芸術に親しめる機会の提供

に努めます。」に修正いたしま

す。


